
はじめに企業登録のために必要な書類を確認します。 

原則として、企業登録で登録する情報と「履歴事項全
部証明書」等に記載している情報が一致するようにし
てください。

それでは、特定原産地証明書を取得するための企業
登録の流れを説明いたします。

まず、日本商工会議所のホームページで、企業登録を
クリックしてください。

この動画は特定原産地証明書を取得するために
必要な「企業登録」の方法を解説いたします。

はじめて特定原産地証明書を取得される方は、
「企業登録」以外にも必要な手続きがございますので、
必ず日本商工会議所のホームページで
「初心者向けコンテンツ」をご確認してください。
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こちらのパスワードは、次に説明する「登録申請書」作
成ページへアクセスする際に
必要になります。忘れないように大切に保管してくだ
さい。

登録したメールアドレス宛に、「特定原産地証明書発
給に係る登録申請書作成についてのご案内」というタ
イトルのEメールが送信されます。

クリックすると、企業登録申請フォームが表示されま
すので、必要事項を記入して、送信ボタンをクリックし
てください。

法人または個人を選択し、クリックしてください。
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登録申請書作成ページにアクセスすると、パスワード
入力画面が表示されます。

先ほど設定したパスワードを入力してください。

パスワードが正しく入力されると、「登録申請書」の作
成』ページが表示されます。

Eメールを受信したら、内容を確認のうえ、本文中に
記載されている「登録申請書作成ページ」にアクセス
してください。
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②『「登録申請書作成」から登録までの流れ』で作業
工程を確認できます。

③『「登録申請書」を作成する』をクリックすると、申請
書の作成ページが表示されます。

先程の申請書のサンプルや、履歴事項全部証明書等
を参考に、必要事項を入力してください。

①『「登録申請書」記載サンプル』をクリックすると、申
請書のサンプルが表示されます。

画面に表示されている内容をよくご確認ください。

特定原産地証明書を取得するための企業登録方法

-4-

シーン 画面イメージ

19

20

21

22

23

24



登録内容を画面で確認した後、入力の内容に間違い
がなければ、「情報を登録し、サイナー登録に進む」を
クリックしてください。サイナー登録画面が表示され
ます。

登録内容を修正したい場合は「登録内容を修正する」
をクリックすると前の入力画面に戻ります。

必要事項に入力漏れや間違いがあると、アラートが表
示されますので、該当する箇所を修正してください。

必要事項を入力後、「登録内容を確認する」を
クリックすると、登録内容の確認画面が表示されます。
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サイナー情報を修正する場合は、「利用者登録リスト」
の修正をクリックしてください。

修正後に更新をクリックすると、修正内容が反映され
ます。

印刷は、白色の上質紙等で行ってください。 
色が付いた紙ではサインを正しく読み込めない場合
があります。

サイナー登録作業が終了すると「利用者登録リスト」
に表示されます。
なお、登録人数に制限はありませんので、複数名のご
登録をお願いします。

サイナー登録は、1人ずつ入力し、「登録」をクリックし
てください。
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全てのサイナー登録終了後、登録申請書を印刷して、
ご確認ください。
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登録申請書入力で記入した英文表記は、特定原産地
証明書に印字されますので、 内容をよくご確認くださ
い。

署名は特定原産地証明書に英文氏名とともに印字さ
れます。 

提出前に必要書類をチェックし、 不備・不足がないこ
とをもう一度ご確認のうえ、 日本商工会議所までご
提出ください。

内容に誤りがなければ、代表者印(会社登記実印)また
はサインを該当箇所に押印・記入してください。

印刷後、内容に誤りがないことをご確認ください。
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日本商工会議所でスキャンして、読み込みますので、
太くはっきりと枠内に署名(サイン)をご記入ください。
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取り消し線

moriya_ryosuke
取り消し線

moriya_ryosuke
テキストボックス
2020年８月より登録申請書への代表者印等の押印が不要となりました。



登録完了後に 登録した情報の変更(企業登録情報の
変更、 サイナーの追加・削除、 
企業登録の有効期限の更新等)の手続は、 メインメニ
ューの企業情報から 行うことができます。

なお、企業登録が完了するまでの期間は、 提出書類の
不備・不足等がある場合を除き、 原則7営業日です。
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